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〈会社回答〉

令和６年度の賃金改訂について、次のとおりとする。

１ 在籍者への加算

令和６年４月１日に在籍する社員（試用社員を含む）及び専任社員の令

和６年４月１日現在異動後の基本給に、等級及び区分に応じて別表１のと

おりの額を加算する。

２ 初任給額

賃金規程第13条及び第14条に定める初任給額を別表２及び別表３のとお

りとする。

2024年度新賃金配分第２回団体交渉

上には厚く下には薄い配分
等級別の格差が更に拡大！

本部は持ち帰り検討！
本部は４月９日、２０２４年度新賃金配分に関する申し入れ（『申第１２号』）

に基づく第２回団体交渉を開催しました。会社は、新賃金配分について「３５

歳ポイント７，０００円（２．２％）の配分を「社員の基本給に、等級及び区分に

応じた額を加算する」と回答しました。本部は、「組合が要求した一律の配分とはな

っていない。昨今の物価高騰はみんな影響を受けている。みんなが努力しているに

も関わらず、更に格差が拡がった。回答には不満である」と会社回答に対して対立

を通告し持ち帰り検討としました。
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３ 昇格時昇給額

賃金規程第30条に定める昇格時昇給額を別表４のとおりとする。

４ 専任社員の基本給額

専任社員就業規則別表１及び附則（令和５年５月10日社通達第18号）

第２項に定める基本給額を別表５及び別表６のとおりとする。

５ 実施時期

令和６年４月１日から実施する。

６ 精算日

令和６年６月25日以降準備でき次第とする。

以上

※別表１～６は４ページ以降、掲出

《主な議論》

会社：基本給について、平成１８年度の努力した者が報われる人事・賃金制度

改正の趣旨を損なわないように配分をしている。専任社員に関しては、基

本給は３５歳ポイントの基準内賃金に３．３％を乗じて算定している。初

任給は別表１のそれぞれの等級に応じて加算している。昇格時昇給額にあ

たっては、等級間差額が生じている昇格部分に対して、その差額を加算す

る。

組合：Ｊ１とＬ３では５，６００円もの差がある。組合は、一律で７，０００

円、Ｊ１もＬ３も７，０００円を貼り付けても賃金カーブも底上げしただ

けで変わらないと認識する。格差を付ける必要はない。努力した人が報わ

れると言っているが、等級の高い人は努力した人でＪ１は努力していない

としか見えない。格差を付ければそうなる。一律で配分するべきだ。

会社：７，０００円の定額一律という考え方はある。しかし、そうなれば等級

間の比率ということが制度改正時とズレてくる。あくまでも比率を維持し

ていく。だから一律の配分ではなく等級間比例でそれを維持していく形で

示している。



- 3 -

組合：Ｊ１からＬ３で比率は一緒なのか。比率を維持するためといっているが

３５才で７，０００円は２．２％であると言っているが、Ｊ１もＬ３も２．

２％上がるという理解で良いのか。

会社：そうではなくて、手法としては、平成１８年度人事・賃金制度の改正か

らスタートして、これまでのベア額を全部足すと１８，４００円になる。

これをＳ２等級に反映させる。ここを中心として当初の初任給と昇格昇給

額の累計の合計の比率というものを出す。それに応じて等しくなるように

等級毎に配分をしていく。今回の配分額いわゆる等級毎の加算額を決める

にあたって、昨年以前のベア額を除くと元々の制度開始時のいわゆる賃金

カーブのバランスが保持される形で基本給額を計算できる。

組合：昨年と一緒の計算式か。

会社：昨年と一緒である。

組合：例えば、７，０００円のうち５，０００円を一律に貼り付ける。残り２，

０００円を率で配分するということは考えなかったのか。

会社：一つの考え方としてはある。制度開始時の等級間の比率を維持しつつ、

努力した者が報われるという趣旨で比率を維持することが重要だと考え

た。

組合：専任社員について、専任Ⅰの６，７００円は３．３％を上げて２０７，

１００円ということで良いのか。

会社：そうである。

組合：いずれにしても、等級間の比率と言っているが、上と下では５，６００

円もの差があるということは、格差ベア以外の何物でもない。若い人、Ｊ

等級の人たちは「何だこれ！」と思う。組合としては、一律を要求する。

高い人はより高く、低い人はより低く貼り付け、格差を付けるようでは、

離職が進むし、職場内でギクシャクもする。若い人の間で不満が渦巻く。

物価高では均等に降り掛かる。会社の配分の仕方はおかしい。やるべきこ

とは一律で貼り付けるべきである。対立を確認し、持ち帰り検討とする。

以 上

※回答内容の詳細については、次ページ以降の回答資料別表を参照して下さい。
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